
法律第五号（平二四・二・二九） 

◎検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律 

 （検察官の俸給等に関する法律の一部改正） 

第一条 検察官の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第九条中「六十五万円」を「六十四万六千円」に改める。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第二条関係） 

区     分 俸 給 月 額 

検事総長 一、四九五、〇〇〇円 

次長検事 一、二二二、〇〇〇円 

東京高等検察庁検事長 一、三二八、〇〇〇円 

その他の検事長 一、二二二、〇〇〇円 

検事 一 号 一、一九八、〇〇〇円 

 二 号 一、〇五五、〇〇〇円 

 三 号 九八四、〇〇〇円 

 四 号 八三四、〇〇〇円 

 五 号 七二〇、〇〇〇円 

 六 号 六四六、〇〇〇円 

 七 号 五八五、〇〇〇円 

 八 号 五二六、〇〇〇円 

 九 号 四二六、九〇〇円 

 十 号 三九二、五〇〇円 

 十一号 三六八、九〇〇円 

 十二号 三四五、一〇〇円 

 十三号 三二二、二〇〇円 

 十四号 三〇六、四〇〇円 

 十五号 二八八、二〇〇円 

 十六号 二七七、六〇〇円 

 十七号 二五三、八〇〇円 

 十八号 二四四、八〇〇円 

 十九号 二三四、三〇〇円 

 二十号 二二七、〇〇〇円 

副検事 一 号 五八五、〇〇〇円 

 二 号 五二六、〇〇〇円 

 三 号 四四四、七〇〇円 

 四 号 四二六、九〇〇円 

 五 号 三九二、五〇〇円 

 六 号 三六八、九〇〇円 

 七 号 三四五、一〇〇円 

 八 号 三二二、二〇〇円 

 九 号 三〇六、四〇〇円 

 十 号 二八八、二〇〇円 

 十一号 二七七、六〇〇円 



 十二号 二五三、八〇〇円 

 十三号 二四四、八〇〇円 

 十四号 二三四、三〇〇円 

 十五号 二二七、〇〇〇円 

 十六号 二一五、〇〇〇円 

 十七号 二〇六、六〇〇円 

第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を次のように改正する。 

  附則に次の一条を加える。 

 第十条 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第一

号）附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日ま

での間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額（検察官の俸

給等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十八号）附則第三条の

規定による俸給を含む。）から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応

じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。 

  一 検事総長 百分の二十 

  二 東京高等検察庁検事長 百分の十五 

  三 次長検事及びその他の検事長 百分の十 

  四 一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一

号から九号までの俸給を受ける副検事 百分の九・七七 

  五 十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受け

る副検事 百分の七・七七 

  六 十七号の俸給を受ける副検事 百分の四・七七 

 ２ 前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合にお

いて、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 ３ 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正） 

第三条 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十八

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第三条第一項中「（平成二十二年法律第五十八号）」を「（平成二十四年法律第

一号）」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間において」を

加え、同項第一号中「百分の九十九・四四」を「百分の九十八・九四」に改め、同項第

二号中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるとき

は、その日）から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平

成二十四年四月一日から施行する。 



 （検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例） 

第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間

（次条及び附則第四条において「特例期間」という。）においては、国家公務員災害補

償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第四条第四項の規定に基づき計算される検察官

の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則にお

いて検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている

場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定に

よりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平

成二十四年法律第一号）第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることと

される額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により

計算した額とする。 

 （検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する

法律の適用の特例） 

第三条 特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国

家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第五条第一項の規定の

適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額（これらの給与のう

ち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその

例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四

年法律第一号）第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの

規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。）」

とする。 

 （検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員

の派遣に関する法律の適用の特例） 

第四条 特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官そ

の他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）第七条第二

項及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、同法第七条第二項中「同法第

十九条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例に

よることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成二十四年法

律第一号）第九条第三項」と、同法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは

「期末手当の額（これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項及び

同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び

臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額からこ

れらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とす

る。）」とする。 

 （端数計算） 

第五条 前三条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合



において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 （政令への委任） 

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項

は、政令で定める。 

（法務・内閣総理大臣署名） 


